
川島町水道事業公道部分給水装置工事補助金交付要綱 

 （目的） 

第１条 この告示は、川島町上水道事業給水条例（平成９年条例第１６号。以下「条例」

という。）第５条ただし書きにより、条例で定める給水区域内の公道等に給水装置を

設置（以下「公道部分給水装置工事」という。）する者に対し、予算の範囲内におい

て補助金を交付し、水道の普及を促進し、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善及

び定住の促進に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

 (1) 申請者 配給水管未整備地区に専用住宅等を建設し、新設等の給水装置工事を行

う者又は自ら使用する給水管の動水圧が不足し、給水に支障が生じているため、給

水装置工事を行う者のうち、補助金の交付をうけようとする者 

 (2) 公道等 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３条又は建築基準法（昭和２５

年法律第２０１号）第４２条第２項及び同条第 1 項第５号の規定による道路 

 (3) 管理者 川島町水道事業管理者 

 (4) 指定給水装置工事事業者 管理者が水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６

条の２第１項の指定をしたもの 

 （補助対象の要件） 

第３条 補助の対象となる公道部分給水装置工事については、次の各号に掲げる要件を 

全て満たすものでなければならない。 

(1) 当該工事については、指定給水装置工事事業者の施工であること。 

(2) 給水管の口径が３０ミリメートル以上で公道部分の縦断の延長１００メートル

以内の給水装置工事であること。 

(3) 工事完成後において、公道部分給水装置の所有その他の権利は、一切町に帰属

するものであること。 

（補助対象者） 

第４条 管理者は、前条に規定する公道部分給水装置工事を施工する申請者に対し、工

事費の一部を補助する。ただし、次に掲げる事業に係るものにあっては、この限りで

ない。 



(1) 店舗若しくは集合住宅等の給水戸数４戸以下の事業又はこれらに準ずる事業と

管理者が認めるもの 

(2) 宅地造成事業若しくは分譲住宅建設事業又はこれらに準ずる事業と管理者が認

めるもの 

（補助の方法及び額） 

第５条 補助の方法は、申請者に対して公道部分給水装置工事に要する費用（以下「工

事費」という。）の一部を補助金として交付する。 

２ 補助対象距離は、当該工事のうち公道部分の縦断の延長１００メートル以内とする。 

３ 補助金の額は、管理者が算定した工事費の額の２分の１を補助額（別表）とし、当

該延長距離（１メートル未満は切捨て）を乗じて得た工事費の額以内とする。 

 （申請手続） 

第６条 条例第４条の規定により給水装置工事の承認を受けた者で前条の工事費の補助

を受けようとする者は、公道部分給水装置工事事前協議書（様式第１号）を管理者に

提出しなければならない。 

２ 前項の申請があったときは、管理者は、供給時期、給水管の口径、工事費の算出等

協議するものとする。 

 （工事費補助の可否の決定等） 

第７条 管理者は、前条の規定による協議があったときは、速やかに内容を審査のうえ

工事費補助の可否を決定し、当該申請をした者に公道部分給水装置工事補助承認・不

承認通知書（様式第２号）を通知するものとする。 

 （しゅん工検査） 

第８条 申請者は、公道部分給水装置工事の実施においては、条例第６条第２項の規定

によるしゅん工検査を受け、合格しなければならない。 

２ 材料検査の実施に当たり、管理者は、申請者に対しては、工事着工前に給水管の規

格、材質等の必要な事項を指示できるものとする。 

３ 申請者は、管理者にしゅん工検査を依頼しようとするときは、公道部分給水装置工

事検査願（様式第３号）を提出しなければならない。 

４ 管理者は、前項の公道部分給水装置工事が適正であると認めたときは、それぞれ公

道部分給水装置工事検査報告書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

 （補助金の交付申請等） 



第９条 申請者は、前条の検査の後、補助金の交付を受けようとする場合は、公道部分

給水装置工事補助金交付申請書（様式第５号）を管理者に提出しなければならない。 

２ 管理者は、前項の申請書の提出があった場合には、速やかに補助金交付の可否及び

その額を決定し、公道部分給水装置工事補助金交付決定通知書（様式第６号）により

通知するものとする。 

３ 前項の補助金の交付決定を受けた者は、公道部分給水装置工事補助金交付請求書（様

式第７号）を管理者に提出するものとする。 

４ 管理者は、前項の補助金の交付請求があったときは、補助金を交付する。 

 （申請の取り消し又は中止） 

第１０条 第７条の規定により承認を受けた申請者が、工事の申請を取り消し又は中止

しようとする場合は、公道部分給水装置工事取消・中止届出書（様式第８号）を管理

者に届出なければならない。 

（工事費補助金の返還） 

第１１条 管理者は、虚偽その他の不正な手段によって工事費の補助を受けた者に対し

て、その者に補助した工事費の全部又は一部を返還させることができる。 

（補則） 

第１２条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。 

 

別表（第５条関係） 

１ｍ当たりの補助額（口径別） 
道路の種類 

Φ７５ｍｍ Φ５０ｍｍ Φ４０ｍｍ Φ３０ｍｍ 

砂利道（未改良） ８，１００円 ７，７００円 ６，６００円 ６，３００円 

砂利道（改良済） ８，１００円 ７，７００円 ６，６００円 ６，３００円 

町道舗装 １４，３００円 １３，８００円 １２，７００円 １２，２００円 

国県道 ２１，１００円 ２０,６００円 １９，５００円 １９，２００円 

歩道 １２，８００円 １２，３００円 １１，２００円 １０，９００円 

 

附 則 

 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 


